
水道局キャラクター
はまピョン

第２回
横浜市⽔道料⾦等在り⽅審議会

現⾏料⾦体系が抱える課題について

平成30年８⽉３⽇

横浜市⽔道局
料⾦体系-1

資料２



⽬次

１ これまでの料⾦収⼊の推移について
（１）⽔需要と⽔源開発
（２）神奈川県内広域⽔道企業団の役割
（３）給⽔量などの推移
（４）今後の⼈⼝予測と世帯構成の変化
（５）⽔需要構造の変化
（６）横浜市の料⾦体系の変遷
（７）財政状況の推移

２ 現⾏料⾦体系の課題について
（１）料⾦体系の仕組み
（２）逓増度
（３）基本料⾦、基本⽔量
（４）他都市の料⾦体系
（５）横浜市の料⾦体系上の課題

料⾦体系-2



第１部

これまでの料⾦収⼊の
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１ー（１）⽔需要と⽔源開発

料⾦体系-4
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企業団
酒匂川系統
（三保ダム）

暫定水利権
（相模川）

馬入川系統（城山ダム）

相模湖系統

（相模ダム）

道志川系統

大島臨時揚水

現在保有水源量
1,955,700㎥/日

▼

企業団
相模川系統
（宮ヶ瀬ダム）

創設事業
明治17～20年

第２回拡張事業
明治42～大正4年

第４回拡張事業
昭和15～29年

第５回拡張事業
昭和31～36年

第６回拡張事業
昭和36～40年

第７回拡張事業
昭和40～46年

第１回拡張事業
明治30～34年

第３回拡張事業
昭和5～16年

第８回拡張事業
昭和46～55年

保有水源量
又は 1日最大給水量
（万㎥/日）

保有水源量
又は 1日最大給水量
（万㎥/日）

第２次世界大戦終戦関東大震災

横浜市誕生

小雀浄水場

鶴ヶ峰浄水場

西谷浄水場

１⽇最⼤給⽔量

川井浄水場

高度経済成長期横浜市誕⽣ 関東⼤震災 第２次世界⼤戦終戦

ピーク
平成４年度 160.7万㎥/⽇

⼈⼝約100万⼈から
約250万⼈へ増加



１ー（２）神奈川県内広域⽔道企業団の役割

神奈川県内広域⽔道企業団は、

① ⽔道⽤⽔の広域的有効利⽤を図る

② 重複投資を避ける

③ 効率的な施設の配置及び管理を図る

④ 国の補助⾦の導⼊を図る

ことを⽬的として、構成団体（神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市）が昭和
44年に共同で設⽴した「特別地⽅公共団体※」で、安全で良質な⽔道⽔を作り、
構成団体に卸売りする⽔道⽤⽔供給事業を運営。

料⾦体系-5

宮ヶ瀬ダム

※特別地⽅公共団体︓地⽅公共団体のうち、普通地⽅公共団体（都道府県、市町村）以外の法
⼈。具体的には、特別区、地⽅公共団体の組合（⼀部事務組合、広域連合）等を指す。



１ー（２）神奈川県内広域⽔道企業団の役割

料⾦体系-6

企業団の施設

⼯期 ⽔源 ⼀⽇最⼤給⽔量
創設事業 昭和44年度〜

昭和53年度
三保ダム
（酒匂川）

145万4,800㎥/⽇
（うち横浜市分 56万2,800㎥/⽇）

相模川⽔系建設事業
（第１期）

昭和55年度〜
平成19年度

宮ヶ瀬ダム
（相模川）

120万9,000㎥/⽇
（うち横浜市分 46万4,000㎥/⽇）



１ー（２）神奈川県内広域⽔道企業団の役割

料⾦体系-7

企業団 ・ 構成団体の⽔道事業者 ・ ⽔道利⽤者の関係

【末端給⽔事業者※】
構成団体
神奈川県
横浜市
川崎市

横須賀市

【⽤⽔供給事業者※】
神奈川県内

広域⽔道企業団

【⽔道利⽤者】

神奈川県⺠
横浜市⺠
川崎市⺠

横須賀市⺠

水道用水の卸売 水道水の供給

受水費
（用水供給料金）

水道料金

サービスの提供

対価の負担

※⽤⽔供給事業者︓末端給⽔事業者に⽔道⽤⽔（浄⽔処理したもの）を供給する事業者
※末端給⽔事業者︓⼀般家庭等に⽔道⽔を供給する事業者



固定的経費
を回収固定的経費

基本⽔量

＝ 基本料⾦単価

変動的経費

使⽤⽔量

＝ 使⽤料⾦単価

固定的経費

変動的経費

総括原価

変動的経費
を回収

基本料⾦・使⽤料⾦の⼆部料⾦制

１ー（２）神奈川県内広域⽔道企業団の役割

基本料⾦ 基本⽔量１㎥あたり
36円80銭

使⽤料⾦ 使⽤⽔量１㎥あたり
14円

料⾦体系-8

受⽔費（⽤⽔供給料⾦）
の仕組み

給⽔料⾦（寒川事業※を除く）

神奈川県 669,400㎥/⽇

横浜市 784,500㎥/⽇

川崎市 505,600㎥/⽇

横須賀市 72,800㎥/⽇

計 2,032,300㎥/⽇

料⾦単価（平成28年4⽉1⽇適⽤）

基本⽔量（平成18年4⽉1⽇〜）

• 平成28年度における横浜市の受⽔費は165億円となっている（基本料⾦
130億3千万円、使⽤料⾦34億7千万円）。

• 平成28年度の給⽔原価（１㎥あたり）の⽐較では、横浜市⾃⼰⽔源（道志川・
相模湖・⾺⼊川系統）143.20円に対し、企業団系統では187.98円となってい
る。

※寒川事業︓相模川⽔系建設事業（第２期）の延伸に伴い、既存の寒川取⽔施設等を利⽤して、
企業団が宮ヶ瀬ダム開発⽔による⽤⽔供給を⾏うもの。
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１⼈１⽇平均使⽤⽔量
（ℓ）

給⽔⼈⼝
（万⼈）

給⽔⼈⼝（左軸） 1⼈１⽇平均使⽤⽔量（右軸）

（家事⽤）給⽔⼈⼝と1⼈1⽇平均使⽤⽔量の推移

• 給⽔⼈⼝は増加しているものの、渇⽔後の節⽔意識の⾼まりや節⽔機器
の普及等により1⼈1⽇平均使⽤⽔量は減少している。

料⾦体系-9

平成７年度︓冬季渇⽔

平成８年度︓夏季渇⽔

１－（３）給⽔量などの推移

347万⼈

319万⼈

373万⼈

262.4ℓ

243.6ℓ

221.5ℓ



１－（３）給⽔量などの推移

• 年度末給⽔⼾数は増加しているものの、単⾝世帯の増加などにより
1⼾1か⽉平均使⽤⽔量は減少している。

料⾦体系-10
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年度末

給⽔⼾数(左軸)

1⼾1か⽉

平均使⽤⽔量（右軸）

（家事⽤）年度末給⽔⼾数と1⼾1か⽉平均使⽤⽔量

150
万⼾

174
万⼾

17.2㎥

14.4㎥



• 横浜市では、⼈⼝のピークを平成31年の373万⼈と予測している。
• 平成47年には⼈⼝の３分の１程度が65歳以上となる⾒込みである。

料⾦体系-11
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（万⼈）

30.4%

58.5%

11.1%14歳以下

15〜64歳

65歳以上

⾼度
経済

成⻑期

実績←
〜H27

→推計
H28〜

横浜市⼈⼝の推移と予測

H27

23.4%

64.0%

⼈⼝のピーク
平成31年 373万⼈

H47
360万⼈

資料︓総務省「国勢調査（各年）」、横浜市政策局政策課「横浜市将来⼈⼝推計」
372.5万⼈

１－（４）今後の⼈⼝予測と世帯構成の変化
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• 平成27年では、１⼈、２⼈世帯の割合が増加する⼀⽅、３⼈以上の世帯の
割合が減少。
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横浜市世帯構成⼈員の推移

16.6%

14.1%

31.5%

20.6%
17.2%

36.0%

27.6%

18.3%

14.0%
4.1%

164万
世帯

135万
世帯

86万
世帯

H27H12S55

29.5%

25.4%

19.9%

18.5%

6.8%

H13
料⾦改定

資料︓総務省「国勢調査（各年）」、横浜市政策局政策課「横浜市将来⼈⼝推計」

１－（４）今後の⼈⼝予測と世帯構成の変化



節⽔意識について（お客さま意識調査（平成30年度は速報））
【家事⽤のお客さまの回答】

１－（５）⽔需要構造の変化

料⾦体系-13
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H17

H20

H23

H26

H30

まめに節⽔している ある程度節⽔している 節⽔の実⾏はしていない 節⽔は考えていない 無回答

（％）

• 約７割のお客様が節⽔⾏動を実施。

※ｎ︓アンケートの回答者数。



１－（５）⽔需要構造の変化

• 有収⽔量※、料⾦収⼊ともに減少している。⽤途別に⾒ると、特に業務
⽤で有収⽔量、料⾦収⼊ともに他⽤途よりも⼤きく減少しており、全体
に占める割合も低下している。

• 有収⽔量では、家事⽤が約８割、業務⽤が約２割となっているが、
料⾦収⼊では、家事⽤が約６割、業務⽤が約４割を占めている。

料⾦体系-14※有収⽔量︓料⾦徴収の対象となる⽔量のこと。

⽤途別有収⽔量の推移
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⽤途別⽔道料⾦収⼊の推移
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１－（５）⽔需要構造の変化

• 家事⽤の料⾦収⼊は15年間で28億円（6.0％）の減少。
• 30㎥以下の⽔量区画では割合が増加するも、31㎥以上の⽔量区画では減少。

料⾦体系-15

（家事⽤）⽔量段階別料⾦収⼊の推移
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101㎥以上

51〜100㎥

31〜50㎥

21〜30㎥

11〜20㎥

9〜10㎥

０〜8㎥

（億円） 461
億円

433
億円

7.8%
2.3%
21.9%

32.8%

29.3%

1.1%
4.8%

12.0%
3.4%

31.6%

34.4%

16.6%

1.5%
0.5%

※お客さま意識調査（平成26年度）では、家族⼈数が１⼈の場合の使⽤⽔量としては0〜8㎥、２⼈の場合は11〜20㎥、
３〜４⼈の場合は21〜30㎥、５⼈以上の場合は31〜50㎥が最も多いという傾向がある。



１－（５）⽔需要構造の変化

• 業務⽤の料⾦収⼊は15年間で64億円（19.6％）の減少。
• 1,001㎥以上の⽔量区画では割合が減少するも、1,000㎥以下の⽔量区画

では増加。

料⾦体系-16
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⽔道料⾦収⼊の推移

１－（５）⽔需要構造の変化

• ⽔道料⾦収⼊は、平成13年度（直近の料⾦改定）以降減少が続いている。
• 近年では平成８年度（平成７年度の改定直後）の⽔準まで減少している。

料⾦体系-17

平成８年度
平成28年度

平成13年度

約90億円減少



１－（６）横浜市の料⾦体系の変遷 創設時（明治20年度）

料⾦体系-18※ガロン︓英１ガロン≒4.5ℓ

料⾦体系 ⽤途区分 基本料⾦ 従量料⾦

⽤途別

家事⽤ １⼾⼈員10⼈以下
１か⽉ １円

11⼈以上
10⼈増すごとに60銭加算

例外⽤ １千ガロン※ごと16銭
１か⽉６千ガロン未満 １円

５万ガロン超過する場合
１千ガロンごとに10銭加算

⾺ １頭 1年に付 １円50銭
⽜ １頭 同 １円
⼆輪⾺⾞ 同 １円50銭
四輪⾺⾞ 同 ２円25銭

共⽤栓
６⼾以下 １か⽉ 90銭
７⼾以上12⼾以下 １か⽉ １円50銭
13⼾以上は６⼾までを増す毎に 50銭を加算



１－（６）横浜市の料⾦体系の変遷 戦後復興期（昭和28年度）

料⾦体系-19

料⾦体系 ⽤途区分 基本料⾦ 従量料⾦

⽤途別

⼀般⽤ 基本⽔量10㎥ 95円 １㎥ 12円

⼯業⽤ ―

１㎥ 12円

但し、１か⽉30,000㎥を超える使
⽤⽔量に対しては、次のとおり逓
減する。
90,000㎥まで １㎥11円
90,001㎥以上 １㎥10円

特殊⽤ 基本⽔量10㎥ 200円 １㎥ 20円

公衆浴場⽤ 基本⽔量300㎥ 2,400円 １㎥ 10円

共⽤ 基本⽔量10㎥ 60円 １㎥ ９円



１－（６）横浜市の料⾦体系の変遷 加⼊⾦導⼊期（昭和48年度）

料⾦体系-20

料⾦体系 ⽤途区分 基本料⾦ 従量料⾦

⽤途別

家事⽤ 基本⽔量10㎥ 215円
11〜20㎥ 44円
21〜30㎥ 48円
31〜50㎥ 63円
51㎥〜 68円

業務⽤１種 基本⽔量10㎥ 215円

11〜20㎥ 44円
21〜100㎥ 57円
101〜300㎥ 68円
301〜1,000㎥ 76円
1,001〜50,000㎥ 82円
50,001㎥〜 85円

業務⽤２種 基本⽔量10㎥ 215円
11〜20㎥ 44円
21〜100㎥ 85円
101〜300㎥ 95円
301㎥〜 120円

臨時⽤ 基本⽔量10㎥ 215円 11〜20㎥ 44円
21㎥〜 120円

公衆浴場⽤ 基本⽔量10㎥ 215円 11㎥〜 20円

共⽤ 基本⽔量10㎥ 105円 11㎥〜 18円
改定率

44.75％
※⽔源開発・拡張事業に要する経費の⼀部を賄うために加⼊⾦を創設。仮に導⼊されていなければ改定率はさらに上昇。

4
区
画

６
区
画

4
区
画

2
区
画



１－（６）横浜市の料⾦体系の変遷 直近改定時（平成13年度）

料⾦体系-21

料⾦体系 ⽤途区分 基本料⾦ 従量料⾦

⽤途別

家事⽤ 基本⽔量8㎥ 790円

9〜10㎥ 43円
11〜20㎥ 158円
21〜30㎥ 226円
31〜50㎥ 269円
51〜100㎥ 293円
101㎥〜 320円

業務⽤ 基本⽔量8㎥ 790円

9〜10㎥ 43円
11〜20㎥ 158円
21〜30㎥ 226円
31〜50㎥ 269円
51〜100㎥ 293円
101〜300㎥ 320円
301〜1,000㎥ 369円
1,001㎥〜 409円

公衆浴場⽤ 基本⽔量8㎥ 790円 9㎥〜 42円 改定率
12.1％

６
区
画

８
区
画



料⾦体系-22

1,000

1,500

2,000

2,500

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
企業債残⾼ ⽔道料⾦収⼊（税込） 建設改良費（税込）

⽔道料⾦収⼊・
建設改良費
（億円）

年度

企業債残⾼
（億円）⽔道料⾦収⼊及び建設改良費と企業債残⾼の推移

△ 200

△ 100

0

100

200

300

56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
累積損益 単年度損益 累積資⾦残額

（億円）

年度

単年度損益及び累積損益と累積資⾦残額の推移

１－（７）財政状況の推移



第２部

現⾏料⾦体系の課題について

料⾦体系-23



２－（１）料⾦体系の仕組み ア 法的根拠

料⾦体系-24

（第１条）
この法律は、⽔道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、⽔道を計

画的に整備し、及び⽔道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な⽔
の供給を図り、もって公衆衛⽣の向上と⽣活環境の改善とに寄与することを⽬的とす
る。

（第14条）
⽔道事業者は、料⾦、給⽔装置⼯事の費⽤の負担区分その他の供給条件について、

供給規程※を定めなければならない。

２ 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
⼀ 料⾦が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであるこ
と。
⼆ 料⾦が、定率⼜は定額をもって明確に定められていること。

⽔道法

※供給規程︓横浜市では「横浜市⽔道条例」が該当。



２－（１）料⾦体系の仕組み イ ⽤途別料⾦体系の特徴

料⾦体系-25

家事⽤・業務⽤などの使⽤⽤途別に設定した料⾦体系

◎それぞれの⽔道利⽤者に合わせて基本料⾦や従量料⾦を変えるもので、
⼀般的には⽣活⽤に配慮する⼀⽅、固定費※の回収がしにくい。

※固定費︓給⽔量の多少に関わらず施設の維持管理や更新に必要な経費

⽤途別料⾦体系とは



２－（１）料⾦体系の仕組み ウ 横浜市の料⾦体系

• 家事⽤・業務⽤・公衆浴場⽤に分類した⽤途別料⾦体系を採⽤。⽤途に
応じて負担に格差を設定。

• 使⽤量が増えるにつれ従量料⾦単価が⾼くなる逓増型を採⽤。
• １か⽉につき8㎥の基本⽔量を設定。

料⾦体系-26

⽤途区分

基本料⾦ 従量料⾦

0〜
8㎥

9〜
10㎥

11〜
20㎥

21〜
30㎥

31〜
50㎥

51〜
100㎥

101〜
300㎥

301〜
1000

㎥
1001
㎥〜

家事⽤

790円
43円 158円 226円 269円 293円 320円

320円 320円

業務⽤ 369円 409円

公衆
浴場⽤ 42円

⽤途別

逓増型

基本⽔量

横浜市の⽔道料⾦表（1⼾1か⽉・税抜）



２－（１）料⾦体系の仕組み ウ 横浜市の料⾦体系

料⾦体系-27

平成13年度改定時の料⾦単価の設定（家事⽤）
改 定 前 改 定 後

⽔量区画
（㎥）

料⾦単価
（円）

⽔量区画
（㎥）

当局原案 議会修正

料⾦単価
（円）

改定率
（％）

料⾦単価
（円）

修正減額
（円）

改定率
（％）

基本⽔量
10

基本料⾦
740

基本⽔量
8

基本料⾦
810 9.5

13.3

基本料⾦
790 △20 6.8

11.3

9〜10 50  43 △7 

11〜20 149 11〜20 161 8.1 158 △3 6.0

21〜30 200 21〜30 226 13.0 226 13.0

31〜50 238 31〜50 269 13.0 269 13.0

51〜100 258 51〜100 293 13.6 293 13.6

101〜 292 101〜 320 9.6 320 9.6



２－（１）料⾦体系の仕組み ウ 横浜市の料⾦体系

料⾦体系-28

改 定 前 改 定 後

⽔量区画
（㎥）

料⾦単価
（円）

⽔量区画
（㎥）

当局原案 議会修正

料⾦単価
（円）

改定率
（％）

料⾦単価
（円）

修正
減額

（円）
改定率
（％）

基本⽔量
10

基本料⾦
740

基本⽔量
8

基本料⾦
810 9.5

13.4

基本料⾦
790 △20 6.8

13.2

9〜10 50  43 △7 

11〜20 149 11〜20 161 8.1 158 △3 8.1

21〜30 200 21〜30 226 13.0 226 13.0

31〜50 238 31〜50 269 13.0 269 13.0

51〜100 258 51〜100 293 13.6 293 13.6

101〜300 282 101〜300 320 13.5 320 13.5

301〜1,000 323 301〜1,000 369 14.2 369 14.2

1,001〜10,000 358 1,001〜 409 14.2 409 14.2

10,001〜 382 

平成13年度改定時の料⾦単価の設定（業務⽤）



⽔道メーター（給⽔管）の⼝径別に設定した料⾦体系

◎メーターの⼝径に応じて、固定費を回収できる⼀⽅、⽤途別料⾦と⽐べ
て少量使⽤者の負担が⼤きい。

２－（１）料⾦体系の仕組み エ ⼝径別料⾦体系の特徴

料⾦体系-29

⽔道料⾦算定要領
（公益社団法⼈
⽇本⽔道協会）

⼝径別料⾦体系を原則としている。

【全国事業体の料⾦体系の傾向】
以前は⽤途別料⾦体系が主流であったが、
平成７年度を境に⼝径別料⾦体系を採⽤す
る事業体が多くなり、現在は約６割で採⽤。

⼝径別料⾦体系とは



【⽔道料⾦算定要領】
《個別原価主義》

料⾦は、各使⽤者群に対して 総括原価を各群の個別費⽤に基づいて配賦し、
基本料⾦と従量料⾦に区分して設定するものとする。

２－（１）料⾦体系の仕組み オ 個別原価主義

料⾦体系-30

⽔道料⾦収⼊で回収すべき⽔道事業にかかる経費

各使⽤者群

｛給⽔管（⽔道メーター）
の⼝径ごと｝

⼝径13mm

⼝径20mm

⼝径40mm

配賦

総括原価



営業費⽤

資本費⽤

総括原価

経営効率化に
伴う削減

⽔道料⾦以外の
収益的収⼊ 控除

２－（１）料⾦体系の仕組み カ 総括原価の概要

料⾦体系-31

⽔道利⽤加⼊⾦
下⽔道使⽤料徴収費繰⼊⾦
⽔道局の資産貸付による収⼊

等

総括原価とは

⼈件費、
薬品費、
動⼒費、
修繕費、
受⽔費、
減価償却費

等

⽀払利息、
資産維持費

⽔道料⾦で
回収すべき
経費総額



２－（１）料⾦体系の仕組み キ 総括原価の分解と料⾦体系への配賦

料⾦体系-32

総括原価

需要家費
︓使⽤者の存在により
発⽣する費⽤

固定費
︓使⽤⽔量の変動
にかかわらず、⽔
道施設の維持管
理に不可⽋な固
定的費⽤

変動費
︓使⽤⽔量の多
寡に応じて変動
する費⽤

従量料⾦
（⽔量料⾦）

基本料⾦
（準備料⾦）

検針徴収関係費
⽔道メーター関係費

維持管理費
（⼈件費・修繕費）
受⽔費
（基本料⾦分）
減価償却費等
⽀払利息等
資産維持費

動⼒費
薬品費
受⽔費
（使⽤料⾦分）

費
⽤
の
種
類
に
よ
り
分
解

全
額
基
本
料
⾦
と
は
せ
ず
、

⼀
定
の
基
準
に
よ
り
配
分

総括原価の分解と料⾦体系への配賦



２－（２）逓増度 ア 逓増料⾦制の概要

• 逓増料⾦制とは、⽔道使⽤量の増加に伴い従量料⾦単価が⾼額となる
料⾦体系である。

• 導⼊の背景としては、需要抑制、⽣活⽤⽔の低廉化が挙げられる。

料⾦体系-33

【⽔道料⾦算定要領】
《特別措置》

従量料⾦については、給⽔需給の実情等により適当な区画を設けて、
逓増⼜は逓減料⾦制をとることができる。

【逓増料⾦制の設定基準】
《設定⽅法》

最⾼単価は、限界費⽤※を上限とし、その範囲内において設定する。

※限界費⽤︓給⽔地域における拡張事業別給⽔原価（例えば⽔源の系統別給⽔原価など）のうち、
最も⾼額な給⽔原価をいう。



２－（２）逓増度 イ 横浜市の逓増度と他都市⽐較

料⾦体系-34
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0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

横
浜
市

札
幌
市

※

仙
台
市

さ
い
た
ま
市

東
京
都

川
崎
市

※

新
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※
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⼤
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※
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岡
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※

熊
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市

（倍）

横浜市と同様の条件で算出した場合の東京都及び政令指定都市との⽐較
（平成28年4⽉現在）

【横浜市の逓増度】
逓増度＝最⾼単価（409円/m3）÷ 最低単価（98.75円/m3 ）＝4.14

基本料⾦790円÷基本⽔量８㎥＝98.75円/㎥

• 基本⽔量を設定していない事業体（※の都市）の場合は、最低単価を
⼝径20mm・８m3の使⽤に係る料⾦の1m3当たりの単価として算出

⽤途別料⾦体系を採⽤している都市



２－（２）逓増度 ウ 逓増度に関する意識

• 「①現⾏程度の単価の差のままで良い」という回答が47.5％である⼀⽅、
「②現⾏の単価の差より⼩さくしてほしい」「③単価の差をなくしてほしい」
を合わせると30.4％の使⽤者が逓増度の緩和を望んでいる。

料⾦体系-35※ ｎ＝1,837  データは速報値で、現在、精査中。
全体の傾向を⽰すため、家事⽤・業務⽤の結果を合算している。

逓増度に関する意識について（平成30年度お客さま意識調査の速報）
【家事⽤及び業務⽤のお客さまの回答】

①

872

（47.5%）

② 238

（12.9%）

③ 320

（17.4%）

④ 36 （2.0%）
⑤ 29 （1.6%）

⑥ 308

（16.8%）

⑦34 （1.8%） ① 現⾏程度の単価の差のままで良い

② 現⾏の単価の差より⼩さくしてほしい

③ 同⼀商品であるため、使⽤量による単価の差を
なくしてほしい

④ 現⾏の単価の差より⼤きくしてほしい

⑤ その他

⑥ わからない

⑦ 無回答

逓増度の緩和を
求める回答

558
（30.4％）



• 家事⽤においては、使⽤⽔量が基本⽔量以内の使⽤者が増加し、全体の
約３割を占める。

• 基本⽔量以内の使⽤者のうち、５㎥以内の使⽤者が約６割を占める。

２－（３）基本料⾦、基本⽔量 ア 基本⽔量以内の使⽤状況

料⾦体系-36

33 48 34 41 32 40 41 
57 52 
77 61 

89 65 

93 
67 

92 
67 

89 

0

100

200

300

400

500

600

700

H13 H18 H23 H28

8㎥
7㎥
6㎥
5㎥
4㎥
3㎥
2㎥
1㎥
0㎥

（万⼾）

14.7%

14.1%
12.4%
9.2%
6.4%
6.5%
7.7%

14.2%

14.8%

453万⼾
(家事⽤1,791万⼾
のうち25.3%)

627万⼾
(家事⽤2,087万⼾
のうち30.0%)

（家事⽤）基本⽔量以内の使⽤者の⽔量別年間延⼾数

14.8%

13.5%
11.5%
9.1%
7.1%
7.5%
7.3%

14.8%

14.4%

5㎥以下の割合
56.0％（253万⼾）

5㎥以下の割合
56.2％（352万⼾）



２－（３）基本料⾦、基本⽔量 イ 基本⽔量に関する意識

• 「①現状のままで良い」という回答が54.7％の⼀⽅で、「②基本⽔量以内で
使⽤している⽅の平均使⽤⽔量で良い（基本⽔量5㎥）」「③基本⽔量を廃⽌
する」を合わせると、16.6％の使⽤者が基本⽔量の⾒直しを望んでいる。

料⾦体系-37

基本⽔量８㎥の設定について（平成30年度お客さま意識調査の速報）
【家事⽤のお客さまの回答】

※ n=1,539  データは速報値で、現在、精査中。

①

842

（54.7%）

②
112

（7.3％）

③
143

（9.3%）

④ 40（2.6%）

⑤

364

（23.6%）

⑥38（2.5%）
① 現状のままで良い

② 基本⽔量以内で使⽤している⽅の
平均使⽤⽔量で良い（基本⽔量５㎥）

③ 基本⽔量を廃⽌する

④ その他

⑤ わからない

⑥ 無回答

基本⽔量の⾒直しを
求める回答

255
（16.6％）



２－（３）基本料⾦、基本⽔量 イ 基本⽔量に関する意識

• 使⽤⽔量が基本⽔量以内の使⽤者に限定すると、「①現状のままで良い」
という回答が48.9％の⼀⽅で、28.5％の使⽤者が基本⽔量の⾒直しを望
んでいる。

料⾦体系-38

基本⽔量８㎥の設定について（平成30年度お客さま意識調査の速報）
【家事⽤で使⽤⽔量が基本⽔量以内のお客さまの回答】

※ n=137  データは速報値で、現在、精査中。

①

67

（48.9%）

② 26

（19.0%）

③ 13
（9.5%）

④3（2.2%）

⑤ 24

（17.5%）

⑥4（2.9%）
① 現状のままで良い

② 基本⽔量以内で使⽤している⽅の
平均使⽤⽔量で良い（基本⽔量５㎥）

③ 基本⽔量を廃⽌する。

④ その他

⑤ わからない

⑥ 無回答

基本⽔量の⾒直しを
求める回答

39
（28.5％）



２－（３）基本料⾦、基本⽔量 ウ 他都市の状況

料⾦体系-39

都市名 横浜市 札幌市 仙台市 さいたま
市 東京都 川崎市 新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市

料⾦体系 ⽤途 ⼝径
⽤途 ⼝径 ⼝径 ⼝径 ⽤途 ⼝径 ⼝径 ⼝径 ⼝径

⽤途
基本⽔量
（㎥） 8 10 0 8 5 8 0 0 0 6

13㎜（円）
790 1,320

580 890 860
530

880
380

648 625
20㎜（円） 1,250 1,080 1,170 2,090 691.2 1,070
25㎜（円） 1,900 1,750 1,460 3,240 620 777.6 1,560

都市名 京都市 ⼤阪市 堺市 神⼾市 岡⼭市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市

料⾦体系 ⼝径 ⽤途 ⼝径 ⼝径
⽤途 ⼝径 ⼝径

⽤途 ⼝径 ⼝径
⽤途 ⼝径

基本⽔量
（㎥） 5(10) 0 0 10(0) 0 0 0 0 0

13㎜（円）
920

850
650 880

670 760 680 850 972
20㎜（円） 1,020 810 900 1,330 1,339.2
25㎜（円） 1,900 1,000 1,700 1,720 860 1,260 3,110 1,825.2

※京都市及び神⼾市の基本⽔量中の（ ）は、⼝径25㎜の場合の基本⽔量

東京都及び政令指定都市の状況



料⾦体系 採⽤している理由

⽤ 途 別
＜２都市＞

・⽣活⽤⽔の低廉化を図るため。
・⼝径別料⾦は少量使⽤者の負担が⼤きくなるため。

⼝ 径 別
＜11都市＞

・個別原価に基づく料⾦体系を採⽤。
・都市活動の複雑化、業種の多様化から料⾦を⽤途別に区分すること

が困難となってきた。
・⽤途別料⾦体系は負担⼒を基準としているため、料⾦単価の設定基

準が不明確。
→経費節減を図る業務⽤使⽤者に対して説明が困難であった。

⼝径・⽤途別
＜5都市＞

・個別原価に基づきつつ、⽣活⽤⽔への配慮、公衆衛⽣上の観点や
急激な変化を避けるため。

２－（４）他都市の料⾦体系 ア 料⾦体系及び採⽤している理由

料⾦体系-40

東京都及び政令指定都市の調査結果
Ｑ．料⾦体系及び採⽤している理由



基本⽔量 設 定 理 由

なし
（０㎥）

＜11都市＞

・基本料⾦は、使⽤⽔量の多少に関わりなく固定的費⽤を回収するための
ものであるため、基本⽔量の付与はこの考え⽅になじまない。

・基本⽔量以内の使⽤者（単⾝世帯等）の割合が増加傾向にあるため。
・基本⽔量以内の使⽤者に対し、負担の不公平感があるため。
・使⽤した⽔量に応じた負担はわかりやすく合理的であるため。
・基本⽔量は公衆衛⽣の向上を図るために全国的に導⼊されたものであるが、

所期の⽬的がほぼ達成されているため。
・節⽔意識を促すため。

あり
（１㎥以上）

＜７都市＞

・基本⽔量相当分の料⾦を低く抑えることにより、公衆衛⽣を確保。
・従来の基本⽔量以内の少量使⽤者の平均使⽤⽔量に合わせて、新たに基本

⽔量を設定。

２－（４）他都市の料⾦体系 イ 基本⽔量及び設定理由

料⾦体系-41

東京都及び政令指定都市の調査結果
Ｑ．基本⽔量及び設定理由



⽔道料⾦内訳（平成28年度決算値）

２－（５）横浜市の料⾦体系上の課題 ①基本料⾦・従量料⾦の割合

• 基本料⾦で固定費を回収する割合が⼩さい。
• 現⾏の⽤途別料⾦体系では、⼤半の固定費を⽔の使⽤量に応じてお⽀払

いいただく従量料⾦で回収する構造になっている。しかし、多量使⽤者
は減少している。

料⾦体系-42

経　　費

固定費 92％ 変動費　8％

給水量の多少に関わらず施設の維持管理や更新に必要な経費
給水量に比例して
必要となる経費

水道料金

基本料金　27％ 従量料金（使用料金）　73％

使用水量に関わらず
お支払いいただく定額料金

使用水量に応じてお支払いいただく料金
（使用水量が多くなるほど１㎥当たりの単価が高くなる逓増型）

固定費は基本料金で 賄うことが理想ですが、

大部分を従量料金で 賄っているのが現状です

動力のための電気代
浄水のための薬品代

等



２－（５）横浜市の料⾦体系上の課題 ②基本⽔量と節⽔努⼒

• 基本⽔量以内の利⽤者については、節⽔努⼒が料⾦に反映されない。
• 家事⽤においては、使⽤⽔量が基本⽔量以内の使⽤者が増加し、全体の

約３割を占める。
• 基本⽔量以内の使⽤者のうち、５㎥以内の使⽤者が約６割を占める。

料⾦体系-43

453 627 

1,338 
1,460 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H13 H18 H23 H28

家事⽤
基本⽔量超

家事⽤
基本⽔量以内

年間延⼾数
（万⼾）

1,791万⼾

74.7%

25.3%

2,087万⼾

70.0%

30.0%

家事⽤基本⽔量以内の利⽤者割合の推移

うち5㎥以下の
割合56.2％
（352万⼾）



逓増型料⾦体系の仕組み

２－（５）横浜市の料⾦体系上の課題 ③逓増度と多量使⽤者への依存

• 逓増度が⾼く多量使⽤者への依存度が⾼い。
• ⽣活⽤⽔の低廉化のため、基本料⾦・少量使⽤帯の単価を安く設定。
• 原価を下回る不⾜額を、単価の⾼い多量使⽤帯の超過額で補う。

料⾦体系-44※給⽔原価︓１㎥あたりの経費
※供給単価︓１㎥あたりの収益

供給単価※170円

（単位︓円/㎥）
400

350

300

250
200

50

0
0〜8㎥ 15㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥ 100㎥

100
99 111

1,000㎥

123 157 202 247

(

使
⽤
⽔
量

)

150

300㎥

原価に対し

超過する額

原価に対し 不⾜する額

基本⽔量

補填

296 347

給⽔原価※162円
（平成28年度）

供給単価※170円（平成28年度）



690

710

730

750

770

790

810

360

370

380

390

400

410

420

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

⽔道料⾦収⼊
（億円）

有収⽔量
（百万㎥）

有収⽔量（左軸）

⽔道料⾦収⼊（右軸）

２－（５）横浜市の料⾦体系上の課題 ④逓増度と料⾦収⼊

• 逓増度の⾼い料⾦体系を採⽤しており、かつ多量使⽤者を中⼼に、逓増
度の⾼い⽔量区分の使⽤⽔量が減少しているため、有収⽔量の減少以上
に⽔道料⾦収⼊が減少している。

料⾦体系-45

有収⽔量と⽔道料⾦収⼊

料⾦収⼊12％減

有収⽔量7％減


